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○日時 令和４年５月27日 午前10時00分開会

○場所 議場

○議件

１． 新庁舎建設実施設計について

  ①事業費について

  ②外構工事の内容について

  ③駐車場について

  ④庁舎内の事務スペースについて

─────────────────────

○出席委員（８名）

委 員 長    小田部   照

副 委 員 長    山 田 庫司郎

委 員    栗 田 政 男

            立 崎 聡 一

            永 本 浩 子

            平 賀 貴 幸

            古 田 純 也

            村 椿 敏 章

───────────────────────

○欠席委員（０名）

───────────────────────

○議 長  井 戸 達 也

───────────────────────

○委員外議員（０名）

───────────────────────

○傍聴議員（０名）   

───────────────────────

○説明者

副 市 長    後 藤 利 博

庁舎整備推進室長    立 花   学

庁舎整備推進室参事    日 野 智 康

庁舎整備推進室参事    遠 藤 崇 哲

庁舎整備推進室参事    里 見 達 也

○事務局職員

事 務 局 長    林   幸 一

次 長    石 井 公 晶

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹

総 務 議 事 係    山 口   諒

午前10時00分開会

○小田部照委員長 おはようございます。

ただいまから、総務経済委員会を開会いたしま

す。

今回の委員会では、所管事務調査について協議い

たします。

議件の順に従って、説明、質疑を行いますので、

御了承をいただきたいと思います。

それでは、議件１、新庁舎建設実施設計、①事業

費について説明を求めます。

○日野智康庁舎整備推進室参事 おはようございま

す。

資料につきましては、前回同様に、実施設計説明

書のほうを格納させていただいておりますので、御

覧いただければと思います。

最初に事業費、17ページになります。

まず最初に、暖炉の設置につきまして、改めて説

明させていただこうと思います。

暖炉の設置の考え方ですが、現在、行政の手続、

市役所に来なくても、デジタル技術を活用した、手

のひら行政を目指しているところです。

今後、来庁される市民の皆様の人数というのは、

少なくなってくると考えてございます。

一方では、資料１ページのほうですけれども、施

設計画の基本方針の一つ、人に優しく市民に親しま

れる庁舎、基本方針の２、まちづくりの拠点にふさ

わしい庁舎を目指すとしております。

そのためには、市民の方がいつでも来ていただけ

る役割を、市民ホールは担う必要があると考えてご

ざいます。

その市民ホールですけれども、北側の入り口から

すぐの箇所に設置しております。

１月、２月の寒い時期には暖炉のぬくもりを感じ

ていただき、安らぎやくつろげる空間を演出するこ

とで、市民の皆様に来ていただけるきっかけになれ

ばと計画したところでございます。

今回、改めて暖炉の必要性を議論いたしました。

その結果、４月段階の実施設計額よりも、さら

に、やはり資材の高騰など建設コストが上昇してい

るということも確認されたことも踏まえまして、暖

炉は設置しないことと判断いたしました。

今後は、市民の皆様に市民ホールへ足を運んでい
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ただける工夫を運用面で考えていきたいと考えてご

ざいます。

次に、資料のほうは17ページになります。

全体事業費の増大についてでございます。

基本設計段階から実施設計で、建築工事及び外構

工事の金額を見ますと、約22％事業費が増大してお

ります。

この主な原因は労務単価の上昇、新型コロナウイ

ルスによる資材費の高騰、ウクライナ侵攻などの世

界的な社会情勢に伴う原油高騰と考えてございま

す。

現在、さらなる資材の高騰が確認されていること

から、全体事業費について精査しているところでご

ざいます。

改めて６月議会で、全体事業費を御説明させてい

ただきたいと思ってございます。

次に、全体事業費のコストの縮減の取組について

でございますが、基本設計段階から安全性、施工

性、経済性などを考慮しまして、特に、経済性で

は、イニシャルコストを加えて、ランニングコスト

を含めたライフサイクルコストを抑えまして、積算

を行ってまいりました。

また、実施設計におきましては、地中熱の採用の

取りやめ、階高を低く抑えてコンクリート量を削減

させた、外部ひさしの天井の仕上げの変更、各部位

の仕様見直しなどのほか、資材や設備のグレードも

含めて設計を進めてまいりました。

このような取組により、コストダウンに努めてき

たと認識してございます。

事業費についての説明については、以上のとおり

でございます。

○小田部照委員長 ただいまの説明で、質疑などご

ざいませんでしょうか。

よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは次に、②外構工事の内容について、説明

を求めます。

○日野智康庁舎整備推進室参事 次に、外構工事の

内容、金額等についてでございます。

本年度の外構工事は、予算額8,900万円で、造成

工事その１として、駐車場となる敷地、ラルズ側の

地盤改良整備として、凍上の抑制層、路盤の置き換

えを主に進める工事と、造成工事その２として、５

条通線などの舗装撤去、道路に埋設されている汚水

管などの撤去を行う工事を進めております。

現在、建設地を囲う仮設フェンスの設置を開始し

たところであり、本格的な工事を来週から進める予

定としてございます。

なお、５条通線は６月１日から通り抜けができな

くなります。

また、工事期間は、造成工事その１が令和５年３

月初旬まで、造成工事その２が10月末までを予定し

てございます。

今年度におきましては、この外構の造成工事のほ

か、北電中の撤去及び移設、ＮＴＴの光ケーブルな

ども撤去、移設してまいります。

令和５年、６年度の外構工事では、設計ベースに

なりますが、３億500万円で、キャノピー、思いや

り駐車場、雨水排水設備、ロードヒーティングなど

の工事を施工し、建物完成に併せて、アスファルト

舗装、植栽など、外構の仕上げ工事を施工する予定

でございます。

外構工事の説明については、以上のとおりでござ

います。

○小田部照委員長 ただいまの説明で、質問等ござ

いませんでしょうか。

よろしかったですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは次に、③駐車場についての説明を求めま

す。

○日野智康庁舎整備推進室参事 次に、資料９ペー

ジを御覧いただきたいと思います。

駐車場の安全対策についてでございますが、庁舎

北側出入口付近がガラス張りになっておりまして、

何か、自動車事故等の安全対策を施したほうがよい

のではないかというような御意見を頂いておりま

す。

市としましては、駐車場の設計に当たり、駐車場

利用者がスムーズに庁舎内に入れる動線を確保する

という観点、また、バリアフリーの観点では、網走

市身体障がい者福祉協会からもお話を伺いながら、

段差は最小限に抑えることを念頭に、設計してまい

りました。

北側の出入口付近の駐車場敷地と、歩行空間の区

切りは、現在、高さのない縁石で区切る設計にして

おります。

また、通常の駐車マスから、一定の距離を確保し

た場所に出入口を設置してございます。

北側出入口付近での、車両事故発生の防御策を考

えますと、出入口まで何段か階段をつけて、ある程
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度高さを出して、事故が発生しても車両が出入口ま

で到達しないような工夫も考えられますが、バリア

フリーの観点で考えますと、階段の設置は好ましく

ないというふうに考えてございます。

また、土地の形状から申しましても、思いやり駐

車場から北側出入口まで、３％勾配以内で処理する

ことが難しいことから、今の実施設計の形状のま

ま、整理させていただきたいと考えておりますが、

駐車場内の事故防止、安全対策に関しましては、コ

ーンの設置ですとか、標識を活用した注意喚起は検

討していきたいというふうに考えてございます。

次に、駐車場の運営の考え方ですが、前回の総務

経済委員会でも、細かな運用面につきましては、網

走中央商店街振興組合とも引き続き協議していく考

え方を御説明させていただきました。

実施設計に取り組む中で、ゲートを設置して管理

していくという方向性につきましては、中央商店街

振興組合と協議した結果、庁舎利用者の駐車台数を

優先的に確保するためには、夜間の無断駐車ですと

か、周辺に用事のある方などが駐車できない仕組み

づくりが必要、このようなことからゲート管理が必

要であると判断したところでございます。

また、閉庁日の駐車場の開放につきましても、時

間を決めて市民の皆様に開放する方向で協議したと

ころでございます。

まずは、ゲートを設置する形状で整備をさせてい

ただきまして、庁舎利用者の駐車場を確保し、新庁

舎の供用開始後、駐車場の利用状況も見ながら、開

庁時間、時間外の市民の皆様への開放や、有料化な

どを判断していきたいというふうに考えてございま

す。

次に、冬のイメージ図についてでございますけれ

ども、冬のイメージパースについては作成しており

ませんが、駐車場の雪の堆積状況を考えますと、庁

舎と反対側の４条側に雪を堆積させることを想定し

ておりますが、駐車場台数を確保する観点から、小

まめな排雪が必要と考えてございます。

また、国道部分の除雪につきましては、開発局に

なりますが、市庁舎を利用する市民の皆様や車両も

増えることになると思いますので、周辺の除雪や排

雪等についても、小まめに対応いただけるよう、お

願いしていかなければならないと考えてございま

す。

駐車場につきましての説明は、以上のとおりでご

ざいます。

○小田部照委員長 ただいまの説明で質疑等ござい

ませんか。

○平賀貴幸委員 種々御説明をいただきました。

駐車場の運用についてなのですけれども、おっし

ゃっていることを聞くと、なるほどというふうに思

う点ももちろんあるのですけれども、ただやっぱり

私の中では、ゲートをつける意味がそれほど高くな

いような気がするのですよね。

今、コストの話も、この問題ではない中で、いろ

いろありましたけれども、ゲートにかかるコストを

かけてまでそれやらなければいけないのかなと、疑

問がなかなか拭えないところです。

それで、最初に伺いますけれども、このゲート自

体のシステムがあった場合のこのコストというの

は、どのぐらいかかるものなのですか。

○遠藤崇哲庁舎整備推進室参事 御質問のゲートシ

ステムにかかる費用でございますが、おおむね

1,600万円程度と見込んでいるところでございま

す。

○平賀貴幸委員 私が調べても、大体そのぐらいは

かかって、結構思ったよりもかかるということがわ

かりました。

そのゲートを設置した運用をしているいろいろな

自治体を、私も調べてみたのですけれども、お隣の

北見市さんのように有料で使っているところは、比

較的そのまま維持されているケースが多いように見

受けられますが、最初のこのゲートを無料でやって

運用しているところは、ほぼほぼ結果的に要らなく

なってしまって、後から使わなくなっているという

ふうに、私は調べた限りでは見ています。

そこから考えると、1,600万円もかけて、しかも

そのゲートを設置するための造作分も多少必要にな

りますから、もうちょっとかかると思うのですけれ

ども、そこまでしてここの、管理する仕組を入れる

意味が本当にあるのかどうかちょっと、やっぱりピ

ンとこないのですけれども、どうでしょうか。

○日野智康庁舎整備推進室参事 駐車場にゲートを

つけるかどうかというところで、いろいろと、ただ

単にチェーンだけでいいのではないかなだとか、カ

メラ型で監視できていればいいのではないかという

ようなところも、手法を取れないかというところも

議論してきたところでございます。

市役所の夜間の違法駐車等を考えますと、やはり

車を出したいという車両がもしもあった場合に、夜

間は警備さんがいますので、警備さんが、それを随
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時、開けてほしいというような依頼があったとき

は、開けに行かなければならないという部分も出て

くると思います。

そういうようなところは、ゲートシステム等をつ

けることによって、インターホン等で自動的に開錠

できるというようなところもありますので、そうい

う冬の期間だとか、１回、１回外に出ていくような

ことを考えると、なかなかそのチェーン管理では難

しいのではないかというふうに考えているところで

ございます。

○平賀貴幸委員 説明を聞いても、そこの言葉に

は、私は有料であればというのがつくと、ああ、な

るほどと思うのですけれども、無料なのに何でだろ

うというふうに思うのですよね。

用事があったら市役所に寄って、何らかの券をも

らって、ゲートから出られるものをもらっていくの

だと思います、きっと。

でも、別にそれは市役所に寄ればいい話なので、

はっきり言えば。

あまり意味がないと思うのですよね、そこに手間

をかける。

管理したいという気持ちはよくわかるのですよ。

でも、管理することに、有料ではないのだったら

ほとんど意味ないのですよね、私から見ると。

やっぱり有料にするから管理をするので、ゲート

をつけますよと、市役所に用事がある人は30分なの

か１時間なのかはさておき、市役所に手続すれば無

料になりますよという事だったら、私も理解全然で

きますし、それを例えば幾ら以上買い物した人は、

商店街も認めますとかという運用の仕方もあるのか

なと思ったりするのですけれども、無料にするのだ

ったらゲートは別になくてもいい話で、あとはナン

バーをちゃんとチェックするとかそういう管理をし

て、違法に長時間駐車しているようなものがないの

かとか、車庫みたいな感じでとめているような車は

ないのかということをチェックすればいいのではな

いかなと。

だって、現行の網走市役所の駐車場はそうなって

いるわけですよ。

そこは有料にするのだったら、できるのですけれ

ども、しないのであれば、ここに1,600万円もコス

トをかけるのはやめたほうがいいと思うのですけれ

ども、どうでしょうか。

○小田部照委員長 休憩しますか。

〔「休憩しよう」と呼ぶ者あり〕

暫時休憩いたします。

午前10時17分休憩

午前10時19分再開

○小田部照委員長 それでは再開いたします。

平賀委員の質問の答弁から。

○日野智康庁舎整備推進室参事 基本構想や基本設

計の中で、住民の説明に回らせていただきました件

がございます。

郊外の説明では、やはり町なかに移動するのは全

然いいのですけれども、自分たちが市役所に用事が

あるといって行くときには、必ず駐車場に車を置か

なければならないのだと。

あまり買い物客の皆様に開放するような状況だと

か、何かしらの制限がないと、私たちが行ったとき

に、本当に利用したい人たちがとめられる駐車スペ

ースがない、このような状況は避けてほしいという

ような御意見を頂いておりました。

ですので、何かしらの手順というか、ゲート等を

設置して、市役所に用事のある方が優先的にとめら

れる駐車場があるというふうなことで考えてござい

ましたけれども、商店街を使う、先ほども無料、有

料の考え方もございます。

夜間に置いて行くような、車の管理というところ

もありますので、その辺りはもう一度ちょっと整理

して考えていきたいというふうに思っております。

○平賀貴幸委員 もう一度整理して考えるというこ

とだったので、これ以上は、今日は控えておいたほ

うがいいなというふうに思いますけれども、ここに

庁舎を持ってきたという、そもそもの意味を考える

と、やっぱりその駐車場というのは、もちろん庁舎

の皆さんが使うのですけれども、来た時にね、来庁

された時に使うのですけれども、その来庁者にとっ

て不利にならないのは、有料であって、かつ市役所

の中に入って用事を足したという実績があれば、そ

の担当課なのかどこなのかはさておき、そこで、何

らかの判子を押すなどの対応をして、無料になると

いうのが、一番スムーズな話なのですよね。

無料でも、何かの券に対応してもらう、そのオペ

レーションは変わらないわけですから、明らかに有

料にしないのにバーをつけるというのは、私は、何

かちょっと違うというふうに、やっぱり感じますの

で、いろいろそこは検討しながら、また、いろいろ

と話す機会があればというふうに思います。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

○山田庫司郎委員 ゲートの関係は、外構工事の中



- 5 -

に組み入れられている工事なのでしょう、きっと

ね。

ということは、早目に結論出さなければ庁舎の建

物の本体の工事とは、また別で先に外構工事も始ま

っていますから、ここ、結論を早く出さなければな

らないと思うのですが。

○小田部照委員長 暫時休憩いたします。

午前10時22分休憩

午前10時24分再開

○小田部照委員長 それでは再開いたします。

山田委員の質問の答弁から。

○遠藤崇哲庁舎整備推進室参事 御質問のゲートシ

ステムにつきましては、早ければ令和５年度の途中

から、工事のほうに入っていくという形で考えてご

ざいます。

○山田庫司郎委員 そうしたら、外構工事で、駐車

場等の舗装等も終わるのだと思うのですが、そのあ

とでも、このゲートというのは設置可能なんだ……

無駄のないように。

○立花学庁舎整備推進室長 現在進めています外構

工事については、舗装から下の部分になる路盤であ

るとか、抑制剤、そういった下地づくりを今年度行

う予定をしておりまして、舗装については、令和６

年に仕上げをしていくということで予定していま

す。

今のゲートシステムについては、令和５年度に工

事を予定しているということでございますので、現

在発注している造成工事という形で発注させていた

だいている中には、入っていないという状況でござ

います。

○山田庫司郎委員 わかりました。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

○栗田政男委員 議論を聞いていて、もっともな話

だなと思っていましたが、外構工事まずは、抑制の

土壌を入替えするという話なのだけれども、あそこ

の解体を見ていて、下に強固な岩盤を残しています

よね。

それを埋め戻した土というのは、火山灰が中心

で、その上に砂利を敷いているという状態で、これ

すなわち、もう抑制に耐えられる土壌なのですね。

それをあえて入替えをして、今度舗装の土盤を造

るということなのだけれども、絶対にそれをしない

と、舗装できないシステムになっているのか聞きた

いのですが。

○立花学庁舎整備推進室長 ありがとうございま

す。

外構工事の当初、ラルズを解体したときに、建設

発生土と砂等の埋め戻し、それから火山灰で埋めら

れたということについては、当時の、埋立ての工事

について確認はできております。

火山灰の埋め戻しということで、埋められている

のですけれども、あくまでも凍上抑制層材と言われ

ているものについては、火山灰の中でも凍上抑制層

材というものと、盛土材というような、火山灰の中

でも品質が違う材料がございます。

今回計画しております、凍上抑制層材のところ

が、検査をして、凍上の可能性のない土ということ

で確認が取れれば、わざわざ取換えをする必要はな

いかなというふうに、判断をしているところでござ

います。

○栗田政男委員 要するに、抑制用の火山灰という

のは質が違うのですよね。

それは、私も知っているので、その検査をして必

要がなければ、そのままやってしまうと。

駐車場ですから、建物を建てるわけではないの

で、凍上すると言っても、全体が上がっていく話な

ので、それほど舗装の場合は影響ないのかなという

私は認識でいます。

これが、一般的な私たち民間の認識です。

それはそれとして、その問題はそれとして、なぜ

そういうことを聞くかというと、かなりこの建設費

というのは、まだまだ上がっていくのですよね。

当初言われて、いろいろ説明があるのですが、当

初の部分から、というのは、もう資材から全てが今

高騰しているので、そうなると全体を通してなお一

層、節約モードに入っていかないと、かなりこれ市

民負担が増えてしまって、大変なことになってしま

うのではないかって、そこを危惧しているのです。

ですから、そういう無駄になるところは、もう本

当に、けちくさいようですけれども、きっちりとそ

こを精査して詰めていってやっていかないと、庁舎

の建設というのは非常に厳しい状況になっていくの

かなというふうに、これは一般的に、本当に心配し

ているのですね。

だから、そういうことも考慮しながら考えて欲し

いなという、これは要望として上げておきますが、

駐車場、要はね、何のためにあそこに庁舎を持って

いったかを、もう一度考えてください。

それは、表立って、中央商店街の活性化とか、町

なか活性化ということは言いませんでしたが、必ず
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根底には、あそこに持っていく以上は、中心の町な

かをにぎわせなくてはいけないわけですよ。

そうすると、車の問題というのは非常に、これも

当初、庁舎のいろいろな議論の中で、十二分にして

きたはずなのですが、やはり網走の車事情、いろい

ろな地方の状況から交通事情を考えたときに、車と

いうのは切っても切り離せない重要な部分なので、

そうなると、まず一点、ゲートをつけるというのは

非常に使う立場にすると面倒くさいですよね。

高齢の方は大変、窓を開けてチケットを取るわけ

ですから、都会で慣れている方は構わないかもしれ

ませんが、非常に大変ですし、そこで接触事故が起

きるということも考えられます。

そこはまず、どういう状況になるかは別ですけれ

ども、市民のための駐車場なので、場合によって

は、もともとがやっぱり、あの土地というのが、や

っぱり本当の町の真ん中なのですよね。

だから、そこに駐車場があるということは、役所

に行ったついでに買い物に行ったり、食事に行った

りということは、当然、市民の中に出てきて、そう

するために庁舎をあっちに持っていったと、私は認

識しているのですが、その絡み合いというのか、駐

車場の位置づけというのは、どういうふうに考えて

いらっしゃるのですか。

○日野智康庁舎整備推進室参事 まず、庁舎を持っ

ていったという部分、あの場所に新庁舎を建てたい

という部分には、もちろん中心市街地の活性化とい

う部分がございます。

駐車場の運用を考えたときに、中央商店街振興組

合の皆様ともちょっと話させていただきましたけれ

ども、やはりまずは、開庁時にはやっぱり市役所に

来る人たちが優先的に使えないと駄目だねという話

が一つと、けれども、やっぱり閉庁しているときは

買い物もするような、市民に歩いていただきたい、

私たちも中心市街地を活性化させたいというふうな

ことを考えておりましたので、そこは開放しましょ

うと。

閉庁時のときには、自由に皆さんに使っていただ

きたいというようなところで整備を進めてきており

ました。

先ほど平賀委員からもお話があったとおり、御説

明させていただきましたけれども、無料、有料、ゲ

ート管理の運用等ですね、ちょっと総合的に、もう

一度整理させていただいて、方向性を決めていきた

いというふうに考えてございます。

基本的な考え方としては、中心市街地の活性化の

ために、あそこの場所にというようなところでござ

います。

○栗田政男委員 そこは押さえておいて、ゲートと

いうのも、ある程度管理しなければいけないという

部分はしようがないような気がするし、無料だと、

平賀委員が言うように、全く意味をなさないのです

ね。

有料で庁舎を使ったり、例えば商店街でやった

り、その時間を決めたり、ルールづくりをして管理

していかないと、じゃあ夜の間、閉庁している間は

自由に使ってほしいということになると、車庫代わ

りに使われたり、当然、夜の仕事に行っていらっし

ゃる方もそこを活用、まあ現状がそういう使い方を

されていますよね。

だから、そういうことを考えると、やっぱり何ら

かの形で管理をしていかなければいけないなという

ふうに考えると、有料の方法しかないのかなという

気がします。

収益を求める有料ではなくて、管理をするという

意味で有料にして、先ほど除雪の話も出ていました

が、まめな排雪も必要になってくると。

ある程度のコストはかかっていくということです

から、そういうことも考えると、若干でも有料で、

使い方ですよね。

限度を超えて、そこに駐車された市民の皆さんに

対しては、ある程度の負担を頂くということも必要

なのかなというふうに思いますし、全く管理しない

で、野放し状態でやるというのは、そのためにゲー

トをつけたいのでしょう、多分、皆さんはね。

でも、それはコストもかかるし、管理人を置くと

いうのも、また大変な話ですよね。

私たちが以前、長岡の市役所、新しくなったので

行ったときは、あえて庁舎に駐車場は用意しなかっ

たと。

民間の駐車場を活用してもらって、皆さんも御存

じのように、タイムズだとか、いろいろなそうい

う、今、駐車場業界というのは、すごい全国チェー

ンでやっています。

そういうものも、もしかすると網走でも、有効に

土地が空いている方はゲートをつけて、あれはもう

そんなにコストがかからないでできますので、そう

いうものも協力体制でできるということも、町がに

ぎわうためには必要なのかなという気がするので、

いろいろな検討の方法があるので、こうだという話
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ではなくて、市民にとって何が一番いいのかなとい

う、考え方だけはしっかり持って、これから進め

て。

まだ完全に、コンプリートされているものではな

いでしょう。

その辺を聞かせてください。

○日野智康庁舎整備推進室参事 コンプリートされ

ているかどうかという部分におきましては、実施設

計の中では、金額を算出しなければなりませんの

で、もちろんお示しさせていただいた、工事費の中

に、ゲートシステムを導入するという金額も入った

金額で進めさせていただいているところです。

これは、実施設計段階ですので、今後、それこそ

いろいろと状況を整理した中で、それが不要という

ようなことになれば、その部分は金額が少し落ちる

というようなことで考えてございます。

○栗田政男委員 いろいろな考え方でやってほしい

なというふうに思います。

場合によっては、全然駐車場が足りなくて困った

よということも想定されるのですね。

今まで想定以上に随分来るなと、庁舎に。

そういうことも想定されるので、２階建ての方式

にして、今の現存、やろうとしている場所はね、そ

れはそんなに大変な工事でもないのですが、そうい

う方法も一つあるのかなって。

何にしても、あそこに人が集まってもらって初め

て、今回の意味が出てくるので、そのことだけは絶

対忘れないように、しっかり取り組んでいただきた

いなというふうに思います。

以上です。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

○永本浩子委員 今の、ゲートの話なのですけれど

も、この1,600万円というのは、お金は取らないと

いう前提で、紙を取ったら開く、出るときもそれを

入れれば、開いて出られるという形なのかもしれな

いのですけれども、例えば、今、平賀委員が言った

ように、有料ってなったときには、今度、出てくる

紙もカード形になったりとか、料金を入れるもの自

体も置かなければいけなくなるのではないかなと思

うのですけれども、その辺のところって、金額的に

はどれくらい違いが出るのでしょうか。

○遠藤崇哲庁舎整備推進室参事 永本委員御質問の

件でございますが、正直なところ、そこまでの検討

はできておりません。

現在、委員おっしゃられたシステムで、約1,600

万円といったところでございます。

有料にした場合で幾らになるかは、そこまでは検

討してないのですけれども、基本的な考え方は、有

料にも変更できるシステムというふうには聞いてお

りますけれども、出口のところでお金を入れる、そ

の作業で若干のコストの差が出る、そこはちょっと

詳細を煮詰めてないので、大変申し訳ございません

が、お答えが今できない状況でございます。

○永本浩子委員 その辺のところ、もしわかれば教

えていただきたいのと、本当にこのゲート、私もゲ

ートを造ることで、何かちょっと使いづらいという

か、駐車場というものも、すごく感じてはいたので

すけれども、でも、今でもこの４条の駐車というの

は車がとめられなくて、駐車帯に３台ぐらいとまっ

ちゃったらもうとめられないので、車をとめるとこ

ろがないという、変えてもらいたいと話は頂いては

いるのですけれども、その辺のところ、市役所を使

わないのに、買い物のためだけに市役所の駐車場を

使われたときに、ちょっとどれぐらい埋まってしま

うのかなって、そういったところも確かに、市役所

に用事があって来る人にとっては、そのために来た

のに、そうではない用事の人の車でとめられないと

いうことも、当初、この72台でも少ないのではない

かというところで、いろいろ論議があったところな

ので、私もすごく悩ましいところだなというふうに

は感じておりますので、その辺のところ、中央商店

街の方のほうが、ゲートが必要だと言ってくださっ

ているというところには、ありがたいなと思いつ

つ、これからちょっと高齢化にもなり、ゲートを設

置して使い勝手がなかなか難しいというところも想

像されます。

ちょっと自分の中でも、どっちがいいのかがわか

らないというところなのですけれども、すみませ

ん、中途半端なあれで。

現実、どっちが本当に市民の皆さんのためになる

のか、また、今栗田さんが言われたように、中心市

街地の活性につなげようと思ったときに、一つの課

題が、やっぱりこの駐車帯が４条通りには少ないと

いうところも一つ問題があるので、そこで、そうい

った方にも使ってもらえるようにしたときに、肝心

な市役所に用事のある人の車がとめられないとかっ

てなった場合、本当に何か悩ましいところだなとい

うことで、すみません、何か自分の中でも、このゲ

ートに関してはどっちがいいのか、ちょっとまとま

ってはいないので、また、もうちょっと私もよく考
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えてみたいと思います。

以上です。

○立花学庁舎整備推進室長 このゲートシステム駐

車場の管理の考え方については、皆さんからお話が

あるように、1,600万円というコストをかけて、ゲ

ートシステムが必要かどうかという検討について

は、かなり時間を実はかけて検討してきています。

先ほど、日野からも話があったように、やはり来

庁される市民の方が、優先してとめられる駐車場が

あるべきということが、一番必要なことでしょう

と。

次に、やはり、まちの核となる市役所庁舎が、４

条商店街の近くにいきますので、有効的に駐車場を

利用していただいて、その中心市街地の活性化につ

ながっていっていただきたいというのも、一方では

あります。

そういったことを複合的に考えて、まず、来庁さ

れる方の優先、それからお買い物であったり、食事

をしていただくような市民の方が、利用していただ

ける駐車場の在り方ということを、一番に考えてい

ったときに、まずは、土日については、実際に４条

商店街に利用される方は、無料でとめられるように

しましょうというところからスタートをしておりま

す。

ゲートのほかにも、今の現庁舎と同じように、何

もそういったシステムを置かずにやる方法、それか

ら、今有料の駐車場でも監視カメラだけを置いて、

実際にゲートシステムまでお金がかからない方法も

あるというのも、こちらのほうも調べてわかったの

ですけれども、なかなか無料の中で、監視カメラだ

けで整理するというのは難しいのではないかという

中で、一番最適な、やはり市民の方が、ここのゲー

トの券の出し入れというのは、それは確かに面倒な

手間をかけるというのは、こちらのほうとしても発

生するというのもわかっていながら、それでもやは

り駐車場を管理する上で、まずはゲートをつける必

要が、お金がかかってもここはつけざるを得ないと

いう判断をしてきているところでございます。

先ほど、皆さんから頂いているお話を、さらにも

う一度整理させていただいて、最終的に有料として

するのか、どうなのかについては、もう少しこちら

のほうとしても議論させていただきたいというふう

に思っているところでございます。

○永本浩子委員 様々、本当に、いろいろ討議を重

ねて、こういう結果になったのだなと思います。

やはり、どのパターンを取っても、メリット、デ

メリットがやはりあるので、比べたときに、やっぱ

りメリットがあるほうということで、今回は無料の

ゲートということだったかと思います。

でも、平賀委員から出た意見等も、もう一度また

精査していただきながら、私たちも、もう１回よく

考えていきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがですか。

○山田庫司郎委員 一度持ち帰って、再検討すると

いう御答弁を頂いていますけれども、今、栗田委

員、永本委員からも出ましたし、平賀委員からも、

冒頭、質疑のやり取りをされています。

私も、やっぱり公共のまず土地ですから、誰でも

が使える駐車場というのがいいのだとは思います。

ただ、庁舎の駐車場という位置づけがあるわけで

すから、これは、やっぱり庁舎に来庁する方がとめ

られる駐車場ということを、大原則を守らなければ

ならないと、こういうふうに思います。

今、立花建設港湾部長からもありましたけれど

も、土日の開放と、それから庁舎が終わって、17時

半には一応業務が終了するということですから、何

時から閉庁という押さえ方をするかも一つあります

けれども、平日の、例えば９時以降はということに

もしなれば、朝までは自由解放という方法もあるの

かもしれません。

だから、そういう意味では、庁舎が動いてないと

きについては、いろいろな方が利用するのなら利用

してもいいという、こういうこともやっぱり考えな

ければならないと思います。

そうなったときに、無差別に無制限に、どんどん

いろいろな問題が生じてくるということで、管理を

するという意味でゲートをつけるのだと、今説明が

ありましたから、これも一つ、もっともだとは思う

のですが、やはり無料だということになれば、私

は、閉庁と土日については一般開放して、庁舎が動

いているときには、やっぱり庁舎優先ということ

で、駐車場の位置づけをきちんと、やっぱり市民に

明らかにしていったほうがいいかなと。

中にはこんなこと言うと、市民に大変申し訳あり

ませんが、ちょっと間違って、朝８時45分になって

も車が昨日からとめてあったやつがあったり、何日

も放置されている車が出てくるということもあるか

もしれません。

そういうときは、個別対応でしっかりしていくし
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かないのかなと。

それと、先ほど監視カメラの話もありましたか

ら、監視カメラをつけて整理していくのがいいかな

とちょっと思うので、そうなれば私は、ゲートは必

要ないかなと。

これで有料になれば、先ほど議論あるように、例

えば２時間以上になったらもらいますよって方法も

あるかもしれませんし、判子をもらって、それがゲ

ートでちゃんと確認できて、はい200円です、何百

円ですという話が出てくれば、またこれは有料とい

うことでいろいろな対応も含めた、有料の方法もあ

るのかもしれないと、こんなふうに思います。

それで、逆に有料となると、わずかなお金をもら

うにしても、先ほども議論がありましたけれども、

今度は駐車場をきちんと管理しなければ、私はなら

ないと思います。

雪もやっぱりむげに何日もとめて、駐車スペース

がなくてとめられない市民が出てくることがないよ

うにしなければなりませんし、やっぱりごみがしょ

っちゅう落ちているようなことがないようなこと

も、有料だったらという意味ではありませんけれど

も、有料になると、それだけにやっぱり、逆に言う

と責任も出てくるということも、視野に入れなけれ

ばならないかなと、こんなふうに思いますので、ぜ

ひいろいろ議論の中からこういう方向が出てきて示

されたと思いますけれども、今日、委員の中から

も、コストダウンということも一つ頭にありますけ

れども、もし最終的に無駄になるような心配がある

のなら、今の時点でしっかりですね、考えていただ

いて、ぜひ、結論を早目に出していただければと、

こんなふうに思います。

○小田部照委員長 答弁はよろしいですか。

○山田庫司郎委員 はい。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがですか。

○村椿敏章委員 私のほうからも、ちょっと違った

観点でゲートをつけないほうがいいのではないかな

って思っているのは、先日言っていた、入り口で入

ってくる車を待つような形になるのであれば、ゲー

トがないほうが、その部分が減ってくるのかなと思

うので、ゲートがないほうで、私は進めていただけ

たらなと思います。

もし、ゲートをつけるのであれば、やはり有料と

いうところも考えていったほうがいいのではないか

なと思います。

以上です。

○小田部照委員長 答弁はよろしいですか。

○村椿敏章委員 はい。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

この件につきましては、この程度でよろしいでし

ょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは、次に、④庁舎内の事務スペースについ

ての説明を求めます。

○日野智康庁舎整備推進室参事 庁舎内の事務スペ

ースの関係についてでございます。

延べ床面積の減少によりまして、今までより事務

室が狭く、座ったら人が通れないのではないかとい

うような御意見を頂いてございます。

新庁舎に必要な面積は、基本構想策定時から、本

庁舎及び西庁舎の合計面積である、約7,000平米を

基本に、面積の縮小に取り組んできてございます。

この考え方に沿って実施設計でも、各課の階層配

置、机等の配置レイアウトについて検討を行ってま

いりました。

他自治体の事例を見ますと、机から机まで、背中

合わせの幅が狭い事例で、１メーター60センチ幅、

一般的な事例で、１メーター80センチ幅でございま

した。

また、オフィス家具メーカーにも確認いたしまし

たが、大体やはり最低で150センチ、ゆとりを持た

せると180センチとお聞きしてございます。

このような事例も確認いたしまして、当市の執務

室は180センチの幅で設定することとしてございま

す。

この幅を確保できれば、職員が背中合わせで座っ

ても、人が通れる幅を確保することが可能であると

いうふうに認識してございます。

現状の床面積と比較しますと、確かに減ってはお

りますが、机の配置の仕方ですとか、ファイリング

システムの導入などによって、面積の減少に対応し

ていけると、このように考えてございます。

庁舎内の事務スペースの説明については、以上の

とおりです。

○小田部照委員長 ただいまの説明で、質問等ござ

いませんか。

○村椿敏章委員 これ、私が心配していた部分なの

で。

１メーター80あれば十分後ろを通れるということ

なのでしょうけれども、大体その椅子に座って、椅

子の幅がどれだけあって、人の通れる幅が何センチ
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というふうに考えているのでしょうか。

○日野智康庁舎整備推進室参事 １メーター80幅が

ありますから、机、座って引いた状況で大体60セン

チと考えております。

60センチ、背中の方も60センチ、通れる幅が60セ

ンチという理解をしてございます。

○村椿敏章委員 60センチの幅があって、人が通れ

るという。１メーター50のところだと、それがたっ

た30センチということになりますよね。

そういう意味でいくと、一般的な幅で通行可能だ

よというふうに認識しました。

ありがとうございます。

○小田部照委員長 ほかによろしいですか。

○平賀貴幸委員 せっかくこういう議論になったの

で、ちょっと確認させていただきたいのですけれど

も、もしかしたらどこかに書いてあるかもしれない

ですけれども、職員さんたちの席の使い方って、結

局フリーアドレス方式みたいな形になるようになっ

ていたのでしたか。

ファイルシステムはよく聞くのですけれども、そ

の辺ちょっとよく、いまいち把握できていなくて、

御説明いただければ。

○日野智康庁舎整備推進室参事 新しい職員の机の

つくり方ですけれども、現状、今、各課、係ごとに

島をつくっておりますが、規則的に並べた机の中

で、各課、係の色分けは基本的にはしないというふ

うな、事務執務室の空間をつくっていきたいという

ふうに考えております。

その中でも、各課の職員が、今日は１階で仕事す

るとか、３階で仕事するとかではなくて、それは、

その執務形状の中で、固まって仕事をするようなこ

とで配置してございます。

○平賀貴幸委員 そうすると、その仕事の内容によ

っては、固まり方が変わる、同じフロアの中で、固

まり方が変わるというような働き方ができる、いわ

ゆるフリーアドレス方式のような、近いものになる

というふうに考えていていいのでしょうか。

○日野智康庁舎整備推進室参事 はい、その理解で

よろしいと思います。

○平賀貴幸委員 わかりました。

そうすることで、執務室のスペースも縮減できる

効果というのは多分あったと思うのですけれども、

それ、どのぐらいあったというふうに考えたらいい

のですかね。

〔「休憩してもらっていいですか」と呼ぶ者あり〕

○小田部照委員長 暫時休憩いたします。

午前10時56分休憩

午前10時56分再開

○小田部照委員長

それでは再開いたします。

平賀委員の質問に対しての答弁より。

○日野智康庁舎整備推進室参事 ちょっと正確では

ないですけれども、実施設計の途中で、いろいろと

執務スペースがどういうふうに変化しているという

のは、数字的に把握してございます。

大体ですけれども、一般の執務室、これには部長

室とか特別職とか、あと、何々会事務局だとか、そ

のようなスペースも入りますけれども、現庁舎で、

大体2,900平米くらいだったものが、2,500平米ぐら

い、新庁舎で配置されるような平米数になってござ

います。

○平賀貴幸委員 そこに建築のコストをかけていく

と、実はこのぐらいの削減効果は工夫をしてきたの

ですという説明が、ちゃんと市民や議会はできると

いうふうに思いますので、改めて数字を精査してい

ただいて、結果的にそういう形で職員さんがフリー

アドレス方式に近いものを導入する形で、コストを

どのぐらい下げてきたとか、あと、ファイル管理シ

ステムを導入することで、スペースを今までのスペ

ースからこのぐらい削減したので、このくらいのコ

ストカットになったとか、そういうのが示されてい

かないと、なかなか高コストでいろいろ工夫もしな

ければいけないなという意見も、いろいろこれから

出てくると思うのですけれども、その辺、議論がう

まくいかなくなるような気がしますし、対市民説明

的にも、そこができなければいけないと思いますの

で、ぜひいろいろその辺精査していただきたいと思

いますが、可能でしょうか。

○小田部照委員長 暫時休憩いたします。

午前10時58分休憩

午前11時08分再開

○小田部照委員長 それでは、再開いたします。

平賀委員の質問の答弁より。

○日野智康庁舎整備推進室参事 執務室エリアの面

積削減ですとか、あとは建物全体の面積の構成もご

ざいます。

執務室エリア以外にも、業務の支援エリアですと

か、コア、廊下の部分がどれぐらいだとかという部

分もございますので、そこはトータル的な部分で整

理させていただいた中で、ちょっとお時間を頂きま
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して、そのコスト的なメリットがどうなっているか

という部分も、報告させていただきたいというふう

に考えてございます。

○平賀貴幸委員 わかりました。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

○永本浩子委員 すみません、ちょっとそのエリア

とはまた違うのかもしれないのですけれども、この

窓口部分を、１階、２階に集約をして、ワンフロア

ストップサービスにより対応しますということにな

っているのですけれども、私、ワンストップサービ

スとばかり思っていたのですけれども、ワンフロア

ストップサービスということは、やはり来庁した市

民の方が同じ階ではあるけれども、動いて手続をし

たりということを意味しているのでしょうか。

私が思っていたのは、一つの窓口に市民の方が来

られたら、そこでいろいろな手続が、職員の方のほ

うが動いて手続が完了するワンストップサービスと

かというのを、ちょっと期待していたのですけれど

も、そういうことではないということなのでしょう

か。

○日野智康庁舎整備推進室参事 今、ワンフロアス

トップサービスの考え方でしたけれども、いただき

ました、ありがとうございます。

最初の段階で、この基本構想をつくったときに、

いろいろとワンフロアサービスという部分がありま

す。

あと、今、永本委員がおっしゃったように、ワン

ストップサービス、一つの場所で職員が後方支援で

やるサービスの提供の仕方、それと、ワンフロアス

トップサービスという考え方で整理させていただき

ました。

構想の中でも、私たちは、ワンフロアストップサ

ービスという部分を選択するというような方向性で

示させていただきまして、１階の窓口のところで、

各種の証明事項等は、専用で取れるような窓口を設

けるというのが一つ。

それと付随して、やはり専門課を回ってもらわな

いとならないという部分もございますので、そこ

は、現代でいきますと欠かせないシステム等を導入

してもらって、例えば、来庁された方が、転入、転

出の手続に来られた、これとこれの手続が必要です

といったときに、各課、回ってもらう課をお示しし

て、その窓口に行っても、何回も申請書に書かなく

ていいというようなサービス提供を考えてございま

す。

そういう状況でございます。

○永本浩子委員 ということは、今、北見が書かな

くてもいいというので、いろいろ言っていますけれ

ども、それと同じようなサービスを提供するという

ことなのでしょうか。

○日野智康庁舎整備推進室参事 今、戸籍保険課等

のほうでもいろいろ検討している状況であるという

認識は、私たちも持っておりますが、北見と全く同

じではないですけれども、同様の考え方で進めてい

くことで考えております。

○永本浩子委員 そうしますと、今よりはかなり、

来庁された方にとっては、利便性は増すということ

であるけれども、ある程度のところは自分で回って

もらうというのが必要になる、手続的には簡素にな

るという捉え方ということですか。

○日野智康庁舎整備推進室参事 はい、そうです。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは、この件につきましては、この程度でよ

ろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

その他、他の委員、意見等ございませんでしょう

か。

よろしかったですか。

○山田庫司郎委員 時期が悪かったというふうにな

ってしまえば、それまでですけれども、先ほど冒頭

に説明があったように、労務単価、資材単価も含め

て、非常に去年の後半辺りから高騰していますか

ら、約２割以上、単価的に上がったという説明があ

りました。

それで、私もちょっと情報を得ている部分につい

ては、労務単価もまださらに上がる可能性、きっと

あるだろうというふうに思いますし、資材もどうい

うふうになっていくか、全く見通しがつかない状況

もありまして、秋辺りにまた資材の高騰もあるだろ

うという話もあるわけですが、入札をして契約する

段階の話ですが、別に、請け負う業者の立場ではあ

りませんけれども、入札後にいろいろな単価がまた

アップして、例えば10％以上当初より上がったと

か、何かの基準の中で、再契約という考え方も、契

約の中か、仕様書の中にうたっていると思います

が、その辺はどうなのでしょうか。

○遠藤崇哲庁舎整備推進室参事 ただいま山田委員

からの御質問で、契約後の資材等の上昇に対応した
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契約方法についてお答えいたします。

網走市建設工事請負契約書第25条に、「全体スラ

イドまたは個別スライド、もしくはインフレ、デフ

レスライド」といったような条項が記載されてござ

います。

もう少し詳しく申し上げますと、「賃金水準、ま

たは物価水準の変動、特別な要因などにより、請負

代金額が不適当となったと認めたときには、相手方

に対して、請負代金額の変更を請求することができ

る」という定めがございます。

委員もおっしゃられたように、契約後に物価が急

上昇したとか、下がった、こういったときには、受

注者との協議により、契約の変更ができるというよ

うな意味合いでございます。

こちらの条項、契約書に記載されておりますの

で、契約後、状況に応じてこちらの条項を適用しま

して、適切な契約金額のもとに、品質の確保に努め

ることが必要であるというふうに考えてございま

す。また、その場合には必要に応じて、補正予算等

の方法が必要になるかとも考えられますけれども、

その場合にはそういった対応を進めてまいりたいと

考えております。

○山田庫司郎委員 今、御説明いただきました。

労務単価はちょっと別にしても、資材の高騰、や

っぱりこれ以上ないように私も望みますが、今説明

いただいたように、25条の説明を頂きました。

これは、相手方に請求できるというのは、請負業

者の立場ですね、請求できるって。

そして、出た場合については協議をしていくとい

うお話いただきましたので、ないほうを望みたいと

思いますが、そういう場合についての対応があると

いうことで、御理解をさせていただきます。

○小田部照委員長 ほかの委員、ほかに御意見等ご

ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これをもちまして、総務経済委員会を

終了いたします。

お疲れさまでした。

午前11時16分閉会


